
令和元年度 全国いきいき公衆衛生の会 
プチ・オータムセミナー in高知のお知らせ
（第２報） 

分科会 

ワールドカフェ 

会場：高知新聞放送会館 7階 文化ホール 
 
日時：10月22日（火・祝）17:40-19:10 分科会 
      
        ～ 延長戦19:10-20:40 ワールドカフェ     

（プログラムは裏面をご覧ください）  

参加費：無料 
 
 終了後21時より、市内にて情報交換会（懇親会）を開催します 

（会費5,000円、当日いただきます）    

・どなたでも参加できます 
・当日会場にお越しいただければ参加できます 
・途中からでも参加できます 
  （他の行事から流れての参加も歓迎） 
 ※ 情報交換会（懇親会）だけ参加の場合は 
   必ず事前に福永まで連絡ください 
・「日本公衆衛生学会総会」の総会参加費は 
  不要です 

※ 前半は、日本公衆衛生学会総会の自由集会として開催します 
  第10回中四国地域保健医療福祉従事者研修交流会 と共催です 

現地世話人 福永一郎 
（高知県安芸福祉保健所） 
電話0887-34-1158 
 10月19日以降は、庁舎の電話に出
られないので、下記へのメールにて
連絡をお願いします 
e-mail:jinnta0428@gmail.com 

Suizo  Kanzo 

主催：全国いきいき公衆衛生の会、同 中四国連絡会 

当日会場にお越しいただければ参加できます 



プログラム 
 
17:40 開会 
   全国いきいき公衆衛生の会代表世話人 前田秀雄（北区保健所長） 
   第10回中四国地域保健医療福祉従事者研修交流会現地世話人 福永一郎（高知県安芸福祉保健所長） 

 
17:50 全体のオリエンテーションと分科会の宣伝 
18:00 分科会 
  （ききたい分科会に参加ください） 
 
 １．今あらためて話そう市町村保健センターの役割！ 
        ～いきいきと"みんなで進める"保健活動のために  
  ファシリテーター  
   西川公惠（高知県看護協会 常任理事） 
  話題提供  
   大澤絵里（国立保健医療科学院 国際協力研究部主任研究官） 
 
 ２．大分県における地域・職域連携 ～ 健康経営でブレイクスルー 
  ファシリテーター 
   中島信恵（高知県健康政策部健康長寿政策課 保健推進監） 
  話題提供 
   藤内修二（大分県福祉保健部参事監 兼 健康づくり支援課長） 
 
 ３．“みんなでつくる”地域包括ケアシステム 
  ファシリテーター  
   中川昭生（福島市保健所長） 
  話題提供   
   中岡由佳（高知県安芸福祉保健所 
            地域包括ケア推進企画監） 
 
（途中休憩） 
19:20 ワールドカフェ および 全体のまとめ 
  オリエンテーション・進行 中瀨克己（吉備国際大学 保健医療福祉学部教授） 
 
20:20 情報提供 
 
20:40 閉会 
 
（移動） 21:00 情報交換会（懇親会） 会場は当日ご案内いたします！ 

会場：このビルの7階 
自由集会開催地（1989年～） 
つくば・徳島・盛岡・東京・北九州・鳥取・山形・大阪・横浜・ 
岐阜・別府・前橋・高松・さいたま・京都・松江・札幌・富山・ 
松山・福岡・奈良・東京・秋田・山口・三重・栃木・長崎・大阪・
鹿児島・福島・高知 
サマーセミナー開催地（1990年～） 
松山・江の島・宇都宮・郡山・湯布院・花巻・蘇陽・ 
松江・上山・堺・鹿児島・名古屋・佐敷・豊田・秦野・由布・ 
坂戸・小山・沖縄・岡山・福島・いなべ・見附・東京・郡山・ 
米子・大分 

「全国いきいき公衆衛生の会」は，全国各地で地域の公衆衛生活動に携わっている 保健所および市町村の医師，保健
師，栄養士，歯科衛生士や衛生課職員，事務職員，さらに住民等がそれぞれの地域での特徴ある活動の交流を行い，
公衆衛生活動の方向性や，その具体的な進め方について検討していこうと，1988(昭和63)年の日本公衆衛生学会の自
由集会後に結成された会です。 



第10回 
中四国地域保健医療福祉従事者研修交流会の
お知らせ（第２報） 

分科会 第9回（米子） 

ワールドカフェ 第9回（米子） 

・中四国の方に限らずどなたでも参加できます 
・当日会場にお越しいただければ参加できます 
・途中からでも参加できます 
  （他の行事から流れての参加も歓迎） 
※ 情報交換会（懇親会）だけ参加の場合は 
   必ず事前に福永まで連絡ください 
・「日本公衆衛生学会総会」の総会参加費は 
  不要です 

※ 全国いきいき公衆衛生の会 プチ・オータムセミナー in高知と共催 
  全国の仲間と知り合いになれます 

Suizo  Kanzo 

主催：全国いきいき公衆衛生の会中四国連絡会 

会場：高知新聞放送会館 7階 文化ホール 
 
日時：10月22日（火・祝）17:40-19:10 分科会      
        ～ 延長戦19:10-20:40 ワールドカフェ     

（プログラムは裏面をご覧ください）  

参加費：無料 
 終了後21時より、市内にて情報交換会（懇親会）を開催します 

（会費5,000円、当日いただきます）    

現地世話人 福永一郎 
（高知県安芸福祉保健所） 
電話0887-34-1158 
 10月19日以降は、庁舎の電話に出
られないので、下記へのメールにて
連絡をお願いします 
e-mail:jinnta0428@gmail.com 

当日会場にお越しいただければ参加できます 



会場：このビルの7階 

第1回:坂出市 
(2005年発足） 

第2回･第7回:岡山市 

第8回･第9回:米子市 

第5回:松江市 

第6回:広島市 

第4回・第10回:高知市 
第3回:岩国市 

中四国地域保健医療福祉従事者研修交流会開催地 

プログラム 
 
17:40 開会 
   全国いきいき公衆衛生の会代表世話人 前田秀雄（北区保健所長） 
   第10回中四国地域保健医療福祉従事者研修交流会現地世話人 福永一郎（高知県安芸福祉保健所長） 

 
17:50 全体のオリエンテーションと分科会の宣伝 
18:00 分科会 
  （ききたい分科会に参加ください） 
 
 １．今あらためて話そう市町村保健センターの役割！ 
        ～いきいきと"みんなで進める"保健活動のために  
  ファシリテーター  
   西川公惠（高知県看護協会 常任理事） 
  話題提供  
   大澤絵里（国立保健医療科学院 国際協力研究部主任研究官） 
 
 ２．大分県における地域・職域連携 ～ 健康経営でブレイクスルー 
  ファシリテーター 
   中島信恵（高知県健康政策部健康長寿政策課 保健推進監） 
  話題提供 
   藤内修二（大分県福祉保健部参事監 兼 健康づくり支援課長） 
 
 ３．“みんなでつくる”地域包括ケアシステム 
  ファシリテーター  
   中川昭生（福島市保健所長） 
  話題提供   
   中岡由佳（高知県安芸福祉保健所 
            地域包括ケア推進企画監） 
 
（途中休憩） 
19:20 ワールドカフェ および 全体のまとめ 
  オリエンテーション・進行 中瀨克己（吉備国際大学 保健医療福祉学部教授） 
20:20 情報提供 
20:40 閉会 
（移動） 21:00 情報交換会（懇親会） 会場は当日ご案内いたします！ 



第3分科会 第2分科会 

第1分科会 

ワールドカフェ 

当日のスナップ  

全国いきいき公衆衛生の会 プチ・オータムセミナー in高知 

懇親会 













“みんなでつくる”
地域包括ケアシステム
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安芸圏域の概況

安芸福祉保健所

◆高知県

芸西村

安芸市
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◆圏域の人口

総 数

平成元年9月1日現在

１５歳未満 １５～６４歳 ６５歳以上高齢化率

室戸市 12,029 865 5,007 6,157 51.2%

安芸市 16,449 1,576 8,095 6,778 41.2%

東洋町 2,235 144 966 1,125 50.3%

芸西村 3,701 407 1,834 1,460 39.4%

中芸広域連合 9,990 899 4,607 4,484 44.9%

奈半利町 3,083 266 1,377 1,440 46.7%

田野町 2,507 233 1,190 1,084 43.2%

安田町 2,468 204 1,134 1,130 45.8%

北川村 1,177 101 549 527 44.8%

馬路村 755 95 357 303 40.1%

管 内 44,404 3,891 20,509 20,004 45.0%

県 計 698,121 77,871 375,078 245,172 35.1%

資料：高知県統計分析課推計人口をもとに作成

中芸広域連合

2

3

20,103 

14,634 13,888 

6,749 

9,707 

6,066 

40.4 

43.8 

50.0 

57.5 

44.3 

49.7 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年

安芸圏域市町村の

人口推移（推計）
前期高齢者 後期高齢者 高齢化率

安芸市・芸西村 室戸市・東洋町 中芸広域

提供

高知県立あき総合病
院地域連携室

大部分が民間医療機関
民間依存（属人に依存）の地域
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H28
• 在宅医療・介護連携推進事業（市町村及び中芸広域連合と協働）

退院調整ルール策定に向けた取組

H29
• 「安芸圏域入退院連絡手引き」（退院調整ルール）策定

医療機関と介護支援専門員による勉強会及び意見交換会

H30
• 高知版地域包括ケアシステム構築

安芸圏域地域包括ケア推進協議体の取組

取組の経緯

5

「退院調整ルール」の策定に市町村及び広域連合
と協働で取組みを開始

H28年度

在宅医療・介護連携推進事業

《取り組みのきっかけ》
医療と介護の連携について、平成26年度介護保険法改正により、市区町村が実施
する地域支援事業の包括支援事業における在宅医療・介護連携推進事業として位
置づけられ、平成27年度から全国的に取り組むこととされた。

＊地域の実情に応じた在宅医療と介護の連携体制の構築、充実を

図るため、当該事業の（ア）～（ク）に協働で取り組もう。

＊まずは「退院調整ルールの策定」（ク）から！
6

◆「退院調整ルール策定」の取組
＊『入退院時におけるケアマネジャーの医療機関等との連携・情報収集の手引き
（H28年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業）』に沿って策定
・退院調整ルール策定に向けた講演会及び説明会 1回

・市町村等在宅医療・介護連携推進事業戦略会議 7回

・介護支援専門員協議 4回

・医療機関と介護支援専門員合同協議 1回

H28年度

◆取組の成果と課題
・介護支援専門員協議は回数を重ねた結果、市町村等と介護支援専門員、安芸福祉保健
所との連携が深まり、介護現場の実態が把握できるようになった。

・一方で、医療機関への説明が十分でなく、医療機関と介護支援専門員の協議の際に、
医療、介護双方の現場の受け止めに齟齬が生じた。

・その結果、ルール策定の合意に至らず、協議は持ち越しとなった。

在宅医療・介護連携推進事業

7

◆安芸圏域医療機関と介護支援専門員による勉強会
及び意見交換会

・第1回 病床機能について（あき総合、田野病院）

市町村等の取り組みについて（安芸市）

医療体制について

・第2回 介護支援専門員の仕事

安芸圏域入退院連絡ルール

（修正案） について

H29年度

2回とも上記テーマで勉強会のあとにワールドカフェ形式で意見交換会

在宅医療・介護連携推進事業

「安芸圏域入退院連絡手引き」策定

8



H29年度の安芸圏域医療機関と介護支援専門員による
勉強会及び意見交換会の様子

日時：平成２９年９月１４日（木）
場所：高知県安芸総合庁舎２階 大会議室

参加者：６４名

内容：
・ 医療機関の病床機能について

①回復期 ②急性期
・ 市町村の取り組みについて

安芸市地域包括支援センター
・ 医療体制について

安芸福祉保健所長
・ 意見交換会（ワールドカフェ）
テーマ
「上記講話を聴いて感じたこと」
「講話に関連して自分の周りでの状況
や困りごと」

＝第１回＝

9

＝第２回＝

H29年度の安芸圏域医療機関と介護支援専門員による
勉強会及び意見交換会の様子

日時：平成２９年３月１日（木）
場所：高知県安芸総合庁舎 ２階大会議室

参加者：９２名

内容：
【勉強会】
・『介護支援専門員の仕事』
・『安芸圏域入退院連絡ルール（修正案）について』

【意見交換会】
テーマ
① 安芸圏域入退院連絡ルール（修正案）について
② 介護支援専門員の仕事について

10

在宅医療・介護連携推進事業

「安芸圏域入退院連絡手引き」策定
・医療機関等との個別協議 ７医療機関、２施設
・市町村等在宅医療・介護連携推進事業戦略会議 6回
・介護支援専門員協議 1回

H2９年度

◆成果
・圏域の医療・介護それぞれの立場と役割への理解が促進された

・退院調整ルールについては、「安芸圏域入退院連絡手引き」と
して策定

★市町村及び広域連合、福祉保健所の協働のもと、医療
関係者と介護関係者による協議を何度も繰り返した結
果、医療介護関係者相互の強固な連携につながった 11

H30年度

地域地域で安心して住み続けられる県づくり
～「高知版地域包括ケアシステム」の構築～

高知版地域包括ケアシステム構築

高知県は平成30年度から高知版地域包括ケアシステム構築の推進体制の取組を強化

安芸圏域地域包括ケア推進協議体
➤地域包括ケアを進める専門職の実動メンバーを中心に医療と介護の連携
について、目的共有や情報共有、意見交換、知恵出しを行い、おのおのの役
割分担等を確認する場
➤構成員
医療機関、訪問看護事業所、薬局、居宅介護支援事業所、訪問介護事
業所、老人保健施設、特別養護老人ホーム、地域包括支援センター、市町
村、福祉保健所など

ブロック協議体
➤生活支援を中心としてブロック別に特化した話し合いの場
➤自分らしい暮らしを実現するための生活支援の課題等を協議

➤圏域協議体で出された医療介護連携の課題を共有 12



◆安芸圏域地域包括ケア推進協議体の取組

H30年度

課題
意見 市町村等在宅医療・介護連携戦略会議 課題

意見

➤構成員 ※前年度の意見交換の場を母体に構成メンバーを強化
医療機関、訪問看護事業所、薬局、居宅介護支援事業所、訪問介護事
業所、老人保健施設、特別養護老人ホーム、地域包括支援センター、市町
村、福祉保健所など

安芸圏域地域包括ケア推進協議体（勉強会及び意見交換会）へ発展
➤地域包括ケアを進める専門職の実動メンバーを中心に医療と介護の連携について、目的共
有や情報共有、意見交換、知恵出しを行い、おのおのの役割分担等を確認する場

高知版地域包括ケアシステム構築

13

日時：平成30年１１月２２日（木）
場所：高知県安芸総合庁舎２階 大会議室

参加者：１１５名

内容：
・ 高知版地域包括ケアシステムについて
・ 安芸圏域入退院連絡手引きの

運用状況について
・ 難病について
・ 意見交換会（ワールドカフェ）
テーマ『在宅生活を支えるために』
①「入退院連絡手引きについて」
②「在宅生活支援における

嬉しかったこと･
がっかりしたこと」

＝ 第 １ 回 ＝

H30年度の安芸圏域地域包括ケア推進協議体の様子

14

安芸圏域医療機関・介護支援専門員等による勉強会及び意見交換会（１１月開催）

ケアカフェ①「入退院連絡手引きについて」

◆現状から見る成果 ◆現状から見る課題

◆今後の取組み

・医療・介護関係者お互いの理解を更に深めていく

・圏域外での入退院連絡の取組状況を把握
・圏域外の医療機関との連携

・薬局やかかりつけ医療機関等、関わりの輪を広げる
→確実な加算取得にも繋がる

・記入項目の見直し
・様式の改善

１ 入退院連絡手引きの形式・項目の改善

２ 在宅支援関係者への周知

３ 圏域外との入退院調整

４ 更なる信頼関係の醸成

・入退院の連絡が早くなり、急な退院が減った
・名刺が活用されている
・介護支援専門員から病棟への声掛けが増えた
・在宅支援者がカンファレンスに出席する機会が増えた
・入退院に係る加算の取得が増えた

・医療機関の相談窓口が周知された
・お互いが必要とする情報が理解できた

２ 情報共有の円滑化

・医療機関と介護支援専門員の距離が縮まった

３ 信頼関係の構築

１ 入退院連絡の仕組みが浸透

・

切れ目無く患者を
支えていく環境を
つくりやすい状態
が整いつつある！ ・薬局との連携について現状を

把握する。

（在宅支援可能な地理的範囲、

時間帯の整理等）

・医療と介護の連携に関わる
診療報酬・介護報酬について
情報交換の場を設ける。

・全県での取組みとなるため、
高齢者福祉課と連携し検討
していく。

・ケアカフェの開催等、取組を
継続していく中で更に関係
を深めていく。

・運用開始から短期間（６ヶ月）
であるため、今回は修正を
行わず、現状での運用を
継続する。

・１年経過を目処に状況確認
（介護支援専門員との協議、
医療機関への訪問協議）を
実施し、点検協議の場を
設ける。

１ 現状の運用継続、
点検協議の実施

２ 薬局との連携、
かかりつけ医療機関等も
含めた情報交換の実施

３ 安芸圏域外との連携

４ 医療と介護の連携に
関する取組みの継続
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・地域住民が患者さんの生活の様子を教えてくれる
・「病院には長くいられないもんね」と退院に理解を示し、リハビリ
等に前向きに取り組んでくれるようになった

・医療機関スタッフ⇔在宅支援スタッフ間で話がしやすくなった
・受診、入院を拒否する方への説明に在宅支援者も協力してくれた
・かかりつけ医として、入院医療機関のカンファレンスに声をかけて
もらえるようになった
・患者さんの退院後の様子について、自然にフィードバックを行う
ようになった
・医師へ減薬を提案し、確実な服薬につながった
・多職種・多機関が協力し、本人の意向に沿った看取りができた

安芸圏域医療機関・介護支援専門員等による勉強会及び意見交換会（１１月開催）

ケアカフェ②「在宅生活支援における嬉しかったこと・がっかりしたこと」（抜粋）

嬉しかったこと 悩むこと・がっかりしたこと

・マンパワー不足
・求めている情報と提供される情報にズレがある
・同一所属内でもスタッフの方針が統一されていない
・服薬支援が難しい
・もっと力になりたいが、依頼が少なく関われていない（薬剤師）
・カンファレンスに参加し、情報共有に役立っているが、要件が合わず
加算が算定できない
・他機関のカンファレンスに参加した際に、参加者の名前や職種が
わかりにくかった

・近所に認知症の人がいると「早く施設に入れちゃりや」と言う
・「施設に入ったら身体が弱って帰れなくなる」と入所に対する偏見
がある
・在宅で過ごしている間、地域との関わりが薄く、認知症が進行した

・病院、施設、介護サービス、行政などに依存的
・遠方に住む家族の当事者意識が薄い
・老老介護、認認介護などで同居家族の介護力が弱く、安全性が
担保できない
・生活が成り立っていないものの、家族や本人から支援介入に対し
拒否がある
・本人の意向とは裏腹に家族の都合で在宅療養を選択できない
・キーパーソン不在orキーパーソンと本人の関係が希薄なため
あらゆる介入が難しい

◆ 患者さん、ご家族に関すること

◆ 地域住民に関すること

◆ 医療・介護関係者に関すること

・元気に家へ帰ることができた
・在宅生活に戻り、表情がイキイキとしている
・１００歳の方が現役で働いている
・１０９歳のお誕生日会をする
・老健でのリハビリを経て、自宅に帰ることが出来た
・入所後にリハビリに励まれ、身体機能が上がり介護度が下がった
・ショートで摂食嚥下訓練を行い誤嚥性肺炎を起こしにくくなった
・本人が望んでいたとおり、自宅で最期を迎えることができた

・本人、家族が納得した状態での在宅看取りに寄り添えた
・言いたいことを言ってくれるようになった
・本人や家族から、お礼や喜びの言葉を頂いた

◆ 患者さん、ご家族と信頼関係を築くことができた

◆ 住民の理解が進んだ

◆ 患者さんの希望をかなえるお手伝いができた

◆ 多職種・多機関での連携が進んだ
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＝ 第 ２ 回 ＝

在宅における医療・介護の連携について、
多職種で和気あいあいと意見交換することができ
た。

H30年度の安芸圏域地域包括ケア推進協議体の様子

日時：平成3１年３月２１日（金（春分の日））
場所：ホテルタマイ

参加者：９１名

内容：
【研修】
・『田野病院における退院支援事業の取組』

田野病院リハビリテーション部 田口副部長
・『連携とは』

安芸福祉保健所 福永所長

【意見交換会（ワールドカフェ）】
テーマ『多職種連携』
① キーパーソン不在（老老介護、認認介護等含む）
の事例について

② 本人、家族から支援に対して拒否がある事例に
ついて

③ ①②を受けて、それぞれ何ができるか話し合い
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★意見交換会での協議の積み重ねが関係者のベクトル合わせにつなが
り、職種の役割や現状をさらに知りたいとの声が広がっている

成 果

入退院連絡手引き運用状況確認
（H30.11.22 勉強会及び意見交換会）
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◆「安芸圏域地域包括ケア推進協議体」は、
医療、介護の現場関係者が顔を合わせ、
職種の垣根を払って自由な雰囲気の中で
在宅医療の現状や取組の課題を共有し、
解決に向け関係者が連携していく場へと発展

成 果

19

課題・今後の展望

◆安芸圏域入退院連絡手引きの検証、評価

・このような仕組みづくりは継続的なメンテナンスが不可欠

・手引きの活用について、質的な評価を含めた定期的な検証や、関係者による協議のあり方

などについて、地域包括ケアにおいて医療介護連携の構築を担うと規定されている市町村と
共に検討することが必要

・量的な成果は確認できたが、今後は質的な評価も必要

◆今後は、継続して開催していくなかで、様々な実践を生み出し、医
療・介護現場に返していくことを目指す
また、市町村等との協働、連携を進め、この協議体で発見した課題を

市町村等の政策につなげていけるような取組としていきたい
20

◆安芸圏域地域包括ケア推進協議体で出された意見の分析、対応策の検討

・協議体で出された医療・介護連携の課題を分析し、市町村及び広域連合での対応策検討に
つなぐことが必要



多職種で取り組むにあたり大切にしていきたいこと
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連携は「同じ目的で何事かをしようとするものが、連絡を取り
合って、それを行うこと」

（令和元年度第1回高知県薬剤師会学術研修会 三豊総合病院薬剤部 篠永氏資料より抜粋）

連携とは・・
住民のQOLを向上させるために、住民にとってよりよい環境をかたちづ
くるために、行政や関係機関が活動目的を共有し、役割分担をすること

※福永一郎、實成文彦ほか：平成10年度厚生科学研究総合報告書

連携は、常に住民を中心に置こう
住民の「不便不具合不自由」を減らし、「よりよく」暮らせるために行う
単なる「連携相手」との相互関係ではないことに注意

連携の相手とは「わかりあう」というプロセスが必要です。

安易に多用すべきではない言葉 ＝ 「地域」「連携」「指導」「支援」・・・・・・・・・
＊概念的な、抽象化されやすい言葉は使い方に気をつける

安芸圏域入退院連絡手引き

HPはこちら

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130111/2018041700108.html

《参 考》
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入院

退院

入院時情報提供書
の提出

介護支援専門員

入院時の情報提供

介護支援専門員から
伝たいこと、病院が欲
しい 情報をルール策
定時協議

退院前カンファレンス

入院時の連絡・情報提供

利用者（患者）が入院した
事実を速やかに把握し、病
院と介護支援専門員が情報
共有に努める

介護支援専門員がいる
患者

介護支援専門員がいない患者
退院支援が必要な患者

地域包括支援センター等

退院時の情報提供

介護支援専門員が欲
しい情報をルール策定
時協議

介護支援専門員 介護支援専門員

急性期病床

退院の目途が立ち次
第、
介護支援専門員に連絡
回復期・慢性期等の病床
退院7日前ぐらいには病
院担当者が介護支援専
門員に連絡

安芸圏域入退院連絡手引きの運用 運用開始時期：
H30年4月～

※「入退院連絡手引き」の運用開始後は、関係者により
定期的に検証し、必要な見直しを実施する

《参 考》
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